
委 託 業 務 仕 様 書 

 

 

 本仕様書は、業務委託を円滑に遂行するにあたり、以下のとおり必要な事項を定めるものとす

る。 

   

１ 委 託 名  日岡山公園交通誘導警備業務委託（その２） 

 

２ 委託場所  日岡山公園内(公園外周辺の道路を含む) 

 

３ 委託内容  公園利用者（花見来客（車両等）を含む）の交通安全誘導業務 

 

４ 委託期間  令和５年３月１８日、１９日、２１日 

及び 

令和５年３月２４日から令和５年３月３１日まで（計１１日間） 

 

５ 勤務時間  従事する勤務時間、人員については、以下のとおり。 

（１） 平日            １０時から１９時まで １２名配置(交代要員含む) 

（２） ３月１８日、１９日、２１日 ９時から２１時まで   ２名配置(交代要員含む) 

（３） ３月２５日、２６日     ９時から２１時まで  ２８名配置(交代要員含む) 

 

６ 委託条件 

（１） 雨天により中止する場合は、前日の１７時ごろまでに決定し、受注者に通知するものとす

る。 

（２） 天候が不安定な日は、発注者と協議のうえ決定する。 

（３） 平日は、現場到着後に中止若しくは４時間以内に雨天等により業務が終了した場合には、

１日当たりの金額の５０％を支払う。ただし、４時間を超えて就業した場合には１日就業

したものとみなす。 

（４） 土曜日、日曜日及び祝日は、現場到着後に中止若しくは６時間以内に雨天等により業務が

終了した場合には、１日当たりの金額の５０％を支払う。ただし、６時間を超えて就業し

た場合には１日就業したものとみなす。 

 

７ 交通誘導員の有資格 

（１） 交通誘導員Ｂを従事すること。 

なお、交通誘導員Ａ、Ｂの定義は次のとおり 

交通誘導員Ａ：警備業者の警備員（警備業法第 2 条第 4項に規定する警備員をいう。）で、

警備に関する資料
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交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 号に規定す

る交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る 1 級検定

合格警備員又は 2 級検定合格警備員 

交通誘導員Ｂ：警備業者の警備員で、交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの。（以

下のいずれかに該当すること。） 

・警備業法における警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者。 

・警備業法における講習会（警備業法第 23 条第 3項の講習会）の課程を修

了した者。 

・警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第 2 条第 1 項第 2

号の警備業務）を現に受けているもので、交通誘導に関する警備業務に関

する警備業務に従事した期間（実務経験数）が１年以上である者。 

（２） 交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有すると確認できる次の資料のいずれかを提出

すること。 

・警備員指導教育責任者資格証（写し） 

・講習会終了証明書（写し） 

・交通誘導警備検定合格証（写し） 

・基本教育及び業務別教育を受講したことを証明する警備員名簿及び教育実施状況等の写

し 

 

８ その他 

（１） 業務委託着手にあたり、事前に警備計画書を提出すること。 

（２） 桜の開花状況に伴う来園者数により、委託期間、警備時間、警備人数の変更を行う場合が

ある。 

（３） 第三者に対する損害賠償保険に加入し、保険証書の写し又は申込書の写しを提出すること。

なお、保険金額は受注者の任意とする。 
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委 託 業 務 仕 様 書 

 

 

 本仕様書は、業務委託を円滑に遂行するにあたり、以下のとおり必要な事項を定めるものとす

る。 

   

１ 委 託 名  日岡山公園交通誘導警備業務委託（その１） 

 

２ 委託場所  日岡山公園内(公園外周辺の道路を含む) 

 

３ 委託内容  公園利用者（花見来客（車両等）を含む）の交通安全誘導業務 

 

４ 委託期間  令和５年４月１日から令和５年４月９日まで（計９日間） 

 

５ 勤務時間  従事する勤務時間、人員については、以下のとおり。 

（１） 平日          １０時から１９時まで １２名配置(交代要員含む) 

（２） 土曜日、日曜日          ９時から２１時まで ２８名配置(交代要員含む) 

 

６ 委託条件 

（１） 雨天により中止する場合は、前日の１７時ごろまでに決定し、受注者に通知するものとす

る。 

（２） 天候が不安定な日は、発注者と協議のうえ決定する。 

（３） 平日は、現場到着後に中止若しくは４時間以内に雨天等により業務が終了した場合には、

１日当たりの金額の５０％を支払う。ただし、４時間を超えて就業した場合には１日就業

したものとみなす。 

（４） 土曜日、日曜日は、現場到着後に中止若しくは６時間以内に雨天等により業務が終了した

場合には、１日当たりの金額の５０％を支払う。ただし、６時間を超えて就業した場合に

は１日就業したものとみなす。 

 

７ 交通誘導員の有資格 

（１） 交通誘導員Ｂを従事すること。 

なお、交通誘導員Ａ、Ｂの定義は次のとおり 

交通誘導員Ａ：警備業者の警備員（警備業法第 2 条第 4項に規定する警備員をいう。）で、

交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 号に規定す

る交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る 1 級検定

合格警備員又は 2 級検定合格警備員 



交通誘導員Ｂ：警備業者の警備員で、交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの。（以

下のいずれかに該当すること。） 

・警備業法における警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者。 

・警備業法における講習会（警備業法第 23 条第 3項の講習会）の課程を修

了した者。 

・警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第 2 条第 1 項第 2

号の警備業務）を現に受けているもので、交通誘導に関する警備業務に関

する警備業務に従事した期間（実務経験数）が１年以上である者。 

（２） 交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有すると確認できる次の資料のいずれかを提出

すること。 

・警備員指導教育責任者資格証（写し） 

・講習会終了証明書（写し） 

・交通誘導警備検定合格証（写し） 

・基本教育及び業務別教育を受講したことを証明する警備員名簿及び教育実施状況等の写

し 

 

８ その他 

（１） 業務委託着手にあたり、事前に警備計画書を提出すること。 

（２） 桜の開花状況に伴う来園者数により、委託期間、警備時間、警備人数の変更を行う場合が

ある。 

（３） 第三者に対する損害賠償保険に加入し、保険証書の写し又は申込書の写しを提出すること。

なお、保険金額は受注者の任意とする。 

 


